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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】簡素な構成で異常の有無を検出できるグロープ
ラグ通電制御システムを提供する。
【解決手段】複数の気筒（＃１～＃ｎ）毎に設けたグロ
ープラグ１０（１）～１０（ｎ）への通電を、それぞれ
独立したＧＣＵ３０（１）～３０（ｎ）によって制御す
るグロープラグ通電制御システム１００において、ＥＣ
Ｕ６０に接続する主配線と、枝分かれして各ＧＣＵ３０

（１）～３０（ｎ）に接続する副配線とによって接続す
ると共に、主線配線を、ＥＣＵ６０側で電源にプルアッ
プして、副配線を、各ＧＣＵ３０（１）～３０（ｎ）に
設けたトランジスタＴｒ３６１に接続し、トランジスタ
Ｔｒ３６１を所定の電流ＩＤＩＡＧを発生する定電流電
源３６２を介して接地して、各ＧＣＵ３０（１）～３０

（ｎ）の出力端子ＤＩを並列に接続せしめ、ＲＥＣＵに
発生する電圧ΔＶＥＣＵを検出し、その変化によって異
常の有無を判定する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の気筒からなる内燃機関の気筒毎に設けられた発熱体と電源との間にそれぞれ独立
して発熱体通電制御装置を設け、該発熱体通電制御装置に設けた開閉素子を上記機関の運
転を制御するエンジン制御装置から発信される駆動信号に基づいて開閉駆動して、上記発
熱体への通電を個別に制御する発熱体通電制御システムであって、
　上記発熱体通電制御装置が、発熱体の異常の有無を検出して、その結果を自己診断信号
として出力する自己診断装置を具備し、
　少なくとも、該自己診断装置を、上記エンジン制御装置に直接接続する自己診断信号主
配線と、該自己診断信号主配線から枝分かれして、上記複数の発熱体通電制御装置に接続
する自己診断信号副配線とによって接続すると共に、
　上記自己診断信号主配線を上記エンジン制御装置の側で、プルアップ抵抗を介して電源
に接続し、
　上記自己診断信号副配線を、それぞれの発熱体通電制御装置に設けたオープンコレクタ
型のトランジスタのコレクタ、又は、オープンドレイン型のトランジスタのドレインに接
続し、
　該トランジスタのエミッタ、又は、ソースと接地との間に所定の自己診断電流を発生す
る定電流電源を介装して、
　上記複数の自己診断装置の出力端子を並列に接続せしめ、
　その出力結果の論理和に応じて、それぞれの自己診断装置に上記自己診断電流が流れた
ときに、上記プルアップ抵抗に発生する論理和電圧を検出して、検出された電圧レベルの
変化によって異常の有無を判定することを特徴とする発熱体通電制御システム。
【請求項２】
　上記複数の発熱体通電制御装置において、それぞれの上記自己診断装置が、上記駆動信
号の立下がり、又は、立上がりに同期して異常の有無を判定する自己診断を開始し、
　それぞれの診断結果に応じて、上記自己診断用のトランジスタを開閉して、自己診断信
号の開始を示すスタートビットから自己診断信号の終了を示すストップビットまでの間に
所定のデータビットとエラービットとを含むダイアグコードを形成し、
　該ダイアグコードに応じて、上記定電流電源から自己診断電流を流し、
　上記エンジン制御装置において、上記自己診断電流と上記プルアップ抵抗との積によっ
て求められる電圧を検出できる電圧を第１の閾値電圧とし、
　上記プルアップ抵抗の接続された電源の電圧から、上記自己診断電流と上記プルアップ
抵抗との積によって求められる電圧分だけ降下した電圧を検出できる電圧を第２の閾値電
圧とし、
　上記スタートビットと最初のデータビットに対応する上記論理和電圧が、第１の閾値電
圧を超えず、かつ、上記エラービットに対する上記論理和電圧が上記第２の閾値電圧以上
の場合には、正常と判定し、
　上記スタートビットと最初のデータビットに対する上記論理和電圧が、上記第１の閾値
電圧を超えず、かつ、上記エラービットに対する上記論理環電圧が、上記第２の閾値を越
えない場合には、動作環境異常と判定し、
　上記スタートビットと最初のデータビットに対応する上記論理和電圧が、第１の閾値電
圧を超え、かつ、上記エラービットに対応する上記論理和電圧が第２の閾値電圧を超える
場合には、配線経路断線異常と判定し、
　上記スタートビットと最初のデータビットに対応する上記論理和電圧が、第１の閾値電
圧を超え、かつ、上記エラービットに対応する上記論理和電圧が第２の閾値電圧以下の場
合には、発熱体の異常と判定する請求項１に記載の発熱体通電制御システム。
【請求項３】
　上記内燃機関がディーゼル燃焼機関であり、上記発熱体が、通電により発熱すると共に
その抵抗値が自己の発熱温度に応じて正の相関をもって変化するセラミック発熱体、又は
、金属発熱体を含むグロープラグである請求項１又は２記載の発熱体通電制御システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発熱体制御システムに係り、複数の気筒を有する内燃機関の気筒毎に設けた
発熱体への通電を個別の発熱体通電制御装置によって制御する発熱体通電制御システムに
おける異常検出に関し、特に、ディーゼル機関の気筒毎に設けたグロープラグへの通電を
制御するグロープラグ通電制御システムに好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば、ディーゼル燃焼機関の着火を補助する発熱体であるグロープラグへの通
電を制御するグロープラグ通電制御装置（以下、ＧＣＵと略す）として、グロープラグと
電源との間にスイッチング素子を設け、機関の運転状況に応じてＥＣＵから発信される駆
動信号にしたがって、ＭＯＳＦＥＴ等のスイッチング素子を開閉してグロープラグへの通
電を制御するものが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　近年、大電流を供給して早期の昇温を可能とする、低定格のセラミックグロープラグが
用いられるようになっており、これに伴い、グロープラグへの通電を制御するスイッチン
グ素子の発熱量も増加する傾向にある。
　ところが従来のＧＣＵでは、複数のグロープラグを１つのＧＣＵ内に複数のスイッチン
グ素子を設けて制御しており、放熱性を良好にして複数のスイッチング素子から発生する
熱の影響を互いに少なくするため装置が大型化する虞がある。
【０００４】
　そこで、複数の気筒毎に設けられたグロープラグに対して、それぞれを独立して制御す
るＧＣＵを個別に設けることによって、複数のＧＣＵからの発熱が互いに影響を及ぼさな
いようにして、更なる小型化や装置の簡素化を実現できると期待されている。　　　
【０００５】
　特許文献２には、グロープラグユニットを制御線路に接続するための入力端を有するグ
ロープラグユニットであって、前記制御線路を介して前記グロープラグユニットのグロー
プラグが駆動制御される形式のグロープラグユニットにおいて、前記グロープラグユニッ
トは出力端を有し、該出力端を介して少なくとも１つの別のグロープラグユニットが前記
制御線路と接続されることを特徴とし、複数のグロープラグユニットを直列に接続して配
線コストを低減できることが開示されている。　
【０００６】
　特許文献２にあるように、ＧＣＵに別のＧＣＵと接続するための出力端を設けると共に
、抵抗素子（レジスタ）、誘導素子（インダクタ）、又は、容量素子（キャパシタ）のい
ずれかを設け、各ＧＣＵを直列に接続したときに、気筒位置に応じて変化する抵抗値（レ
ジスタンス）、誘導係数（インダクタンス）、又は、静電容量（キャパシタンス）のいず
れかを検出することによって、各ＧＣＵが自己の搭載された気筒位置を認識することが可
能となる。
　しかし、ＧＣＵの入力端と別のＧＣＵの出力端とを繋ぐ制御線路に断線や、コネクタの
外れ等が生じた場合には、断線部の下流側となるＧＣＵとＥＣＵとの接続が断たれ、断線
部の下流側となるグロープラグのすべてに通電されなくなる。
【０００７】
　一方、ＧＣＵには、グロープラグの抵抗値の変化等を読み取り、グロープラグの劣化、
断線、過電流等の何らかの異常を検出してハイ・ローの二値によって異常の有無を示す自
己診断信号ＤＩを出力し、ＥＣＵ側に伝達する自己診断装置（ＤＩＵ）が設けられている
。このようなＤＩＵの出力端子には、一般的に、オープンコレクタ型（オープンドレイン
型を含む）のトランジスタが用いられ、ＥＣＵ側において電源にプルアップすることで、
ＥＣＵ側に自己診断信号ＤＩを伝達している。
　この自己診断出力用のトランジスタは、何らかの異常が検出されたときにはオフとなり
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ハイ側に出力され、正常時にオンとなりロー側に出力され、ハイ・ローの二値のデータか
らなるデータコードを形成することができる。
【０００８】
　特許文献２のように、複数のＧＣＵが直列に接続されている場合、それぞれのＤＩ出力
端子が並列に接続されワイヤードオア回路を構成するように内部回路を形成して、それぞ
れの自己診断信号ＤＩを気筒順に出力させ、その論理和をＥＣＵ側で認識させることによ
り、複数のデータコードを重畳的に送信して気筒別の異常検出を図ることが可能である（
図９参照）。
【０００９】
　一方、特許文献２にあるように、ＧＣＵを直列につないだときに 途中の配線経路で断
線が生じた場合に、断線の発生した部分よりも下流側となるＧＣＵの自己診断出力は全て
ハイ側に固定されるので、グロープラグに異常がなくても異常と判定され、通電が全く行
われなくなり、また、ＧＣＵを直列につないだときに、途中の配線経路で地絡が生じた場
合には、気筒位置を判定するのに直列に接続される抵抗素子の数が変わることで、気筒位
置を示す電位が変わり、ＥＣＵに誤ったダイアグ情報が出力されることが起こりうると考
えられる（図１０参照）。
　以上から、ＧＣＵを直列にした時に、断線が生じると、断線以降の正常なＧＣＵへの通
電を止めてしまい、さらに、配線経路の途中で地絡が生じた場合には誤ったダイアグ信号
を出力する虞がある。　
【００１０】
　さらに、特許文献２にあるように、グロープラグへの通電を制御するための制御信号の
伝送と、位置評価のための制御信号の伝送と、自己診断結果の伝送と、グロープラグへの
電力の供給とを共通の制御線路を介して重畳的に行った場合、フィルタを介して信号を分
離する必要がある。
　特に、セラミックグロープラグのように、通電開始直後の抵抗値と昇温後の抵抗値の差
が大きい場合、電流変化によるノイズが発生し易く、上述の信号分離のためのフィルタに
加えて、ノイズ除去のためのフィルタを設ける必要があり、体格の増加を招く虞がある。
【００１１】
　そこで、上述のような弊害を避けるために、従来の、グロープラグ通電制御システムに
おいて、気筒位置判定手段を廃し、駆動信号ＳＩ、自己診断信号ＤＩ、エネルギ供給をそ
れぞれ独立した配線経路（駆動信号線ＷＩＲＳＩ、自己診断信号線ＷＩＲＤＩ、動力線Ｗ
ＩＲＢＡＴ）を介して、電源及びＥＣＵとＧＣＵとを接続することが考えられる。
　しかし、各ＧＣＵの自己診断結果が同時に出力されたときに、負論理が優先されるため
、一つのＧＣＵで異常が発生していても、他のＧＣＵが正常な場合には、ＥＣＵ側に伝達
される論理和が常にロー出力となり、正常な状態を示すことになってしまう虞がある（図
１１、図１２参照）。
【００１２】
　そこで、本発明は、かかる実情に鑑み、エンジン制御装置の多ポート化や配線の複雑化
を招くことなく、複数の気筒を有する内燃機関の気筒毎に設けたグロープラグへの通電を
それぞれのグロープラグに個別に設けたグロープラグ通電制御装置によって行うに際して
、各グロープラグ通電制御装置が自身の気筒位置を認識しているか否かに拘わらず、結線
の外れ、断線の有無、グロープラグの劣化、過電流等の異常の有無を確実に検出できるグ
ロープラグ通電制御システムとその制御方法を提供することを目的とする。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　請求項１の発明では、複数の気筒からなる内燃機関の気筒毎に設けられた発熱体と電源
との間にそれぞれ独立して発熱体通電制御装置を設け、該発熱体通電制御装置に設けた開
閉素子を上記機関の運転を制御するエンジン制御装置から発信される駆動信号に基づいて
開閉駆動して、上記発熱体への通電を個別に制御する発熱体通電制御システムであって、
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上記発熱体通電制御装置が、発熱体の異常の有無を検出して、その結果を自己診断信号と
して出力する自己診断装置を具備し、
　少なくとも、該自己診断装置を、上記エンジン制御装置に直接接続する自己診断信号主
配線と、該自己診断信号主配線から枝分かれして、上記複数の発熱体通電制御装置に接続
する自己診断信号副配線とによって接続すると共に、上記自己診断信号主配線を上記エン
ジン制御装置の側で、プルアップ抵抗を介して電源に接続し、上記自己診断信号副配線を
、それぞれの発熱体通電制御装置に設けたオープンコレクタ型のトランジスタのコレクタ
、又は、オープンドレイン型のトランジスタのドレインに接続し、該トランジスタのエミ
ッタ、又は、ソースと接地との間に所定の自己診断電流を発生する定電流電源を介装して
、上記複数の自己診断装置の出力端子を並列に接続せしめ、その出力結果の論理和に応じ
て、それぞれの自己診断装置に上記自己診断電流が流れたときに、上記プルアップ抵抗に
発生する論理和電圧を検出して、検出された電圧レベルの変化によって異常の有無を判定
する。
【００１４】
　請求項１の発明によれば、複数の発熱体通電制御装置に設けられた自己診断装置の自己
診断出力がワイヤードオア回路を形成ながらも、ハイ・ローの二値で異常の有無を判断す
るのではなく、それぞれの自己診断装置に流れる電流和によって生じる電圧降下を定量的
に検出することができるので、電源と発熱体通電制御装置との間を繋ぐ配線経路で断線が
生じた場合に、断線本数に応じて上記定電流電源に流れる自己診断電流の量が定量的に変
化し、気筒位置の判定手段を設けていない極めて簡素な構成においても、配線経路におけ
る断線の有無を速やかに検出することができる。
【００１５】
　請求項２の発明では、上記複数の発熱体通電制御装置において、それぞれの上記自己診
断装置が、上記駆動信号の立下がり、又は、立上がりに同期して異常の有無を判定する自
己診断を開始し、それぞれの診断結果に応じて、上記自己診断用のトランジスタを開閉し
て、自己診断信号の開始を示すスタートビットから自己診断信号の終了を示すストップビ
ットまでの間に所定のデータビットとエラービットとを含むダイアグコードを形成し、該
ダイアグコードに応じて、上記定電流電源から自己診断電流を流し、上記エンジン制御装
置において、上記自己診断電流と上記プルアップ抵抗との積によって求められる電圧を検
出できる電圧を第１の閾値電圧とし、上記プルアップ抵抗の接続された電源の電圧から、
上記自己診断電流と上記プルアップ抵抗との積によって求められる電圧分だけ降下した電
圧を検出できる電圧を第２の閾値電圧とし、上記スタートビットと最初のデータビットに
対応する上記論理和電圧が、第１の閾値電圧を超えず、かつ、上記エラービットに対する
上記論理和電圧が上記第２の閾値電圧以上の場合には、正常と判定し、上記スタートビッ
トと最初のデータビットに対する上記論理和電圧が、上記第１の閾値電圧を超えず、かつ
、上記エラービットに対する上記論理環電圧が、上記第２の閾値を越えない場合には、動
作環境異常と判定し、上記スタートビットと最初のデータビットに対応する上記論理和電
圧が、第１の閾値電圧を超え、かつ、上記エラービットに対応する上記論理和電圧が第２
の閾値電圧を超える場合には、配線経路断線異常と判定し、上記スタートビットと最初の
データビットに対応する上記論理和電圧が、第１の閾値電圧を超え、かつ、上記エラービ
ットに対応する上記論理和電圧が第２の閾値電圧以下の場合には、発熱体の異常と判定す
る。
【００１６】
　請求項２の発明によれば、極めて簡易な構成により、上記エンジン制御装置から上記発
熱体通電制御装置までの配線経路における断線の検出と、発熱体の劣化、過電流の発生、
端子間短絡、地絡、断線等の発熱体、及び、発熱体通電制御装置内で発生した異常の検出
とを区別して認識することができる。
【００１７】
　請求項３の発明では、上記内燃機関がディーゼル燃焼機関であり、上記発熱体が、通電
により発熱すると共にその抵抗値が自己の発熱温度に応じて正の相関をもって変化するセ
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ラミック発熱体、又は、金属発熱体を含むグロープラグである。　
【００１８】
　請求項３の発明によれば、ディーゼル燃焼機関の気筒毎に設けたセラミックグロープラ
グ、又は、メタルグロープラグのいずれにおいても、個々のグロープラグへの通電を個別
に制御する上記発熱体通電制御装置と上記グロープラグ並びにこれらを繋ぐ配線経路にお
ける異常の有無を速やかに検出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１の実施形態におけるグロープラグ通電制御システムの全体概要を示
す構成図。
【図２】図１のグロープラグ通電制御システムの要部を示し、（ａ）は、ダイアグ構成を
示すブロック図、（ｂ）は、グロープラグ通電制御装置の一例を示す回路図。
【図３】本発明の異常判定法を示し、（ａ）は、第１の閾値の設定方法を示す図、（ｂ）
は、第２の閾値の設定方法を示す図、（ｃ）は、異常判定方法の一例を示すフローチャー
ト。
【図４】比較例１として示す、気筒位置判定手段を備えた従来のグロープラグ通電制御シ
ステムの回路図。
【図５】比較例２として示す、気筒位置判定手段を備えていない従来のグロープラグ通電
制御システムの回路図。
【図６】比較例とともに本発明の断線検出に対する効果を示し、（ａ）は、本発明におい
て断線本数に対する検出電圧の変化を示す特性図、（ｂ）は、比較例において断線本数に
対する検出電圧の変化を示す特性図。
【図７】本発明第１の実施形態におけるグロープラグ通電制御システムの効果を示し、（
ａ）は、正常時におけるダイアグコード、（ｂ）は、グロープラグの異常を検出したとき
におけるダイアグコードの一例。
【図８】本発明第１の実施形態におけるグロープラグ通電制御システムの効果を示し、（
ａ）は、主配線経路の断線検出時におけるダイアグコードの一例、（ｂ）は、復配線形路
の断線検出時におけるダイアグコードの一例。
【図９】比較例１の効果を示し、（ａ）は、正常時におけるダイアグコード、（ｂ）は、
異常検出時におけるダイアグコードの一例。
【図１０】比較例１の問題点を示し、（ａ）は、配線経路途中の断線発生時におけるダイ
アグコード、（ｂ）は、配線経路途中の地絡発生時におけるダイアグコードの一例。
【図１１】比較例２の問題点を示し、（ａ）は、正常時におけるダイアグコード、（ｂ）
は、異常検出時におけるダイアグコードの一例。
【図１２】比較例２の問題点を示し、（ａ）は、主配線経路の断線発生時におけるダイア
グコードの一例、（ｂ）は、復配線形路の断線発生時におけるダイアグコードの一例。
【図１３】（ａ）、（ｂ）は、本発明のグロープラグ通電制御システムの変形例を示す構
成図。
【図１４】本発明の第２の実施形態における実施形態におけるグロープラグ通電制御シス
テムの全体概要を示す構成図。
【図１５】本発明の第２の実施形態におけるグロープラグ通電制御システムの効果を示し
、（ａ）は、正常時におけるダイアグコード、（ｂ）は、異常検出時におけるダイアグコ
ードの一例。
【図１６】本発明の第２の実施形態におけるグロープラグ通電制御システムの効果を示し
、（ａ）は、主配線経路の断線検出時におけるダイアグコードの一例、（ｂ）は、副配線
経路の断線検出時におけるダイアグコードの一例。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１、図２を参照して、本発明の第１の実施形態における発熱体通電制御システムの概
要について、通電により発熱すると共に、その抵抗値が自己の発熱温度に応じて正の相関
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をもって変化する、セラミック発熱体、又は、金属発熱体を含むグロープラグ１０を発熱
体とし、発熱体通電制御装置として設けたグロープラグ通電制御装置（以下、適宜、ＧＣ
Ｕと称する。）３０、及び、発熱体として設けたグロープラグ１０の異常について、グロ
ープラグ１０の異常の有無のみならず、グロープラグ１０とＧＣＵ３０との間の配線経路
における異常の有無を速やかに検出可能なグロープラグ通電制御システム１００を例とし
て説明する。
　なお、本発明において、抵抗温度特性として正の相関をもって変化するものであれば、
発熱体を特に限定するものでなく、公知のセラミックグロープラグ、メタルグロープラグ
について適宜採用し得るものである。
　具体的には、セラミック発熱体として、例えば、窒化珪素、炭化タングステンの混合焼
結体からなる導電性セラミックを略Ｕ字形に形成し、タングステンなどの耐熱性金属材料
からなる一対のリード線を接続し、窒化珪素等の絶縁性セラミックで覆い、略柱状に形成
し、リード部に接続する端子を外部に引き出し、これを略有底筒状の金属製のハウジング
内に収容して、一方の端子をＧＣＵ３０の出力端子に接続し、他方の端子をハウジングを
介して接地して制御部一体型のセラミックグロープラグとすることができる。
　また、金属発熱体として、例えば、鉄・クロム・アルミニウム合金、鉄・クロム合金、
ニッケル・クロム合金等の抵抗材料が用いられ、コイル状に形成され、マグネシア粉末等
の絶縁材料と共に有底筒状の金属製のハウジングに収容し、一端を外部に引き出してＧＣ
Ｕ３０と接続可能として、他方をハウジングを介してＧＮＤに接続して、制御部一体型の
メタルグロープラグとすることができる。
【００２１】
　図１は、全体概要を示し、図２（ａ）は、本発明の要部であるイアグ構成を示すブロッ
ク図を示し、（ｂ）は、グロープラグ通電制御装置の一例を示す回路図である。　本発明
に係るグロープラグ通電制御システム１００は、複数の気筒からなるディーゼル燃焼機関
７０の気筒毎（＃１～＃ｎ）に設けられたグロープラグ（以下、ＧＰと称す。）１０（１

）～１０（ｎ）と電源８０との間にそれぞれ独立してグロープラグ通電制御装置（以下、
ＧＣＵと称す。）３０（１）～３０（ｎ）が設けられている。
【００２２】
　さらに、それぞれのＧＣＵ３０（１）～３０（ｎ）には、半導体を有する開閉素子（例
えば、ｎ―チャンネルパワーＭＯＳＦＥＴ等、以下ＭＯＳと称す。）３３（１）～３３（

ｎ）が用いられている。
　各ＭＯＳ３３（１）～３３（ｎ）は、機関７０の運転を制御するエンジン制御装置（以
下、ＥＣＵと称す。）６０から発信される駆動信号（ＳＩ）に基づいて駆動回路（以下、
ＤＲＶと称す。）３２によって開閉駆動され、ＧＰ１０（１）～１０（ｎ）への通電を個
別に制御している。
【００２３】
　さらに、本発明のグロープラグ通電制御システム１００は、ＧＣＵ３０（１）～３０（

ｎ）が、それぞれの駆動制御するＧＰ１０（１）～１０（ｎ）に発生する異常の有無を検
出して、その結果を自己診断信号（以下、ＤＩと称す。）として出力する自己診断装置（
以下、ＤＩＵと称す。）３６（１）～３６（ｎ）を具備する。
　ＤＩＵ３６（１）～３６（ｎ）は、少なくとも、ＥＣＵ８０に直接接続する自己診断信
号主配線ＷＩＲＤＩ（Ｍ）と、自己診断信号主配線ＷＩＲＤＩ（Ｍ）から枝分かれして、
複数のグＧＣＵ３０（１）～３０（ｎ）のそれぞれに接続する自己診断信号副配線ＷＩＲ

ＤＩ（Ｓ）とによって接続されている。
　さらに、自己診断信号主配線ＷＩＲＤＩ（Ｍ）をＥＣＵ６０側で、プルアップ抵抗ＲＥ

ＣＵを介して電源＋ＶＢに接続されている。
【００２４】
　また、自己診断信号副配線ＷＩＲＤＩ（Ｓ）は、各ＧＣＵ３０（１）～３０（ｎ）に設
けたオープンドレイン型のトランジスタＴｒ３６１のドレインに接続し、トランジスタＴ
ｒ３６のソースと接地ＧＮＤとの間に所定の自己診断電流ＩＤＩＡＧを発生する定電流電
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源３６２が介装してある。
　さらに、複数のＧＣＵ３０（１）～３０（ｎ）のそれぞれに設けたＤＩＵ３６の出力端
子ＤＩが、並列に接続されている。
　複数のＤＩＵ３６（１）～３６（ｎ）の出力結果ＶＤＩの論理和に応じて、それぞれの
ＤＩＵ３６（１）～３６（ｎ）に自己診断電流ＩＤＩＡＧが流れたときに、プルアップ抵
抗ＲＥＣＵに発生する論理和電圧ＶＥＣＵを検出して、検出された電圧レベルの変化によ
って異常の有無を判定することを特徴とする。具体的な判定方法は、図３を参照して後述
する。
【００２５】
　なお、本実施形態においては、ＤＩ出力端子として、オープンドレイン型のトランジス
タＴｒ３６を用いた構成を示したが、本発明において、トランジスタの種類を限定するも
のではなく、オープンドレイン型を含め、出力端子として広く一般的に用いられている、
いわゆるオープンコレクタ型のトランジスタを用いることができる。
　また、複数のオープンコレクタ型のトランジスタの出力を並列に接続してワイヤードオ
ア回路を形成し、電源にプルアップすることで、論理和を得ることは一般的に行われてい
るが、本発明においては、それに加え、エミッタ（ドレイン）側に、定電流電源３６２が
設けてあり、従来あるようなハイ・ローの２値の論理和を得るのではなく、それぞれの出
力端子に流れる自己診断電流ＩＤＩＡＧによって生じる電圧降下ΔＶＤＩ（＝ＲＥＣＵ×
ＩＤＩＡＧ）の和に応じて検出される検出電圧ＶＥＣＵ、又は、電圧降下ΔＶＥＣＵを定
量的に検出可能とし、異常の有無、及び、異常発生回路数の検出を行っている。
【００２６】
　本発明のグロープラグ通電制御システム１００では、詳述略の複数（ｎ気筒）の気筒を
有するディーゼル燃焼機関７０の気筒（＃１～＃ｎ）毎に設けたグロープラグ１０（１）

～１０（ｎ）への通電を各グロープラグ通電制御装置（ＧＣＵ）３０（１）～３０（ｎ）

によって個別に制御している。
　また、本実施形態においては、通電により発熱する公知の発熱体を備えたグロープラグ
１０（１）～１０（ｎ）とＧＣＵ３０（１）～３０（ｎ）とが、略有底筒状のハウジング
２０（１）～２０（ｎ）内に一体的に収容され、制御部一体型グロープラグ１（１）～１

（ｎ）を構成している。
【００２７】
　制御部一体型グロープラグ１（１）～１（ｎ）は、直接ＥＣＵ６０及び電源８０に繋が
る主配線（駆動信号線ＷＩＲＳＩ（Ｍ）、自己診断信号線ＷＩＲＤＩ（Ｍ）、動力線ＷＩ
ＲＢＡＴ（Ｍ））と、各ＧＣＵ３０（１）～３０（ｎ）に枝分かれして接続される副配線
（駆動信号線ＷＩＲＳＩ（Ｓ）、自己診断信号線ＷＩＲＤＩ（Ｓ）、動力線ＷＩＲＢＡＴ

（Ｓ））を介してＥＣＵ６０及び電源８０に対して並列となるように接続され、内燃機関
７０の各気筒＃１～＃ｎにおいて、図略のシリンダヘッドに螺結・固定されたハウジング
２０（１）～２０（ｎ）を介して接地状態となっている。
　なお、図１、図２において、便宜上、複数の気筒（＃１～＃ｎ）に設けられた制御部一
体型グロープラグ１、及び、その構成要素であるＧＰ１０、ハウジング２０、ＧＣＵ３０
に対して、それぞれの気筒位置（＃１～＃ｎ）に対応して（１）～（ｎ）の枝番を付して
あるが、本発明において、気筒位置によって、制御部一体型グロープラグ１に構成の違い
を設ける必要はなく、すべての気筒（＃１～＃ｎ）に対して、全く同じ構成のものが配設
されている。
【００２８】
　本発明においては、後述するＤＩＵの自己診断出力を、従来のようなハイ・ローによる
二値判定ではなく、自己診断用定電流電源ＩＤＩＡＧを設けることによって、従来行われ
ているのと同様、ＧＰ１０（１）～１０（ｎ）に流れる電流値ＩＧＰの変化を検出して、
ＧＰ１０（１）～１０（ｎ）の劣化やＧＣＵ３０（１）～３０（ｎ）内の断線を検出する
だけでなく、ＥＣＵ６０と各制御部一体型グロープラグ１（１）～１（ｎ）と間を繋ぐ配
線（特に、自己診断信号主配線ＷＩＲＤＩ（Ｍ）、自己診断信号副配線ＷＩＲＤＩ（Ｓ）
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）の結線外れや断線等によるＤＩＵ３６の停止等の異常が発生したときに、異常の発生し
た気筒数に応じて定量的に変化する論理和電圧ＶＥＣＵのレベルを定量的に検出すること
が可能となっており、極めて簡単な構成であるのも拘わらず、速やかに、しかも、確実に
、異常の有無を検出し、ＥＣＵ側に伝達することが可能となっているものである。
【００２９】
　ＥＣＵ６０は、内燃機関７０の運転状況に応じて、駆動信号ＳＩを算出し、駆動信号主
配線ＷＩＲＳＩ（Ｍ）、及び、駆動信号副配線ＷＩＲＳＩ（Ｓ）を経由して各ＧＣＵ３０

（１～ｎ）に出力すると共に、自己診断信号主配線ＷＩＲＤＩ（Ｍ）、及び、自己診断信
号副配線ＷＩＲＤＩ（ｓ）を介して接続された各ＧＣＵ３０（１～ｎ）の異常の有無を、
後述する異常検出方法によって速やかに検出する。
　ＥＣＵ６０は、キースイッチＳＷ、及び、ヒューズＦを介してバッテリ等の電源８０に
接続されている。
　一方、枝分かれするように結線された副動力線ＷＩＲＢＡＴ（Ｓ）を介して並列に接続
された複数の制御部一体型グロープラグ１０（１）～１０（ｎ）が１本の主動力線ＷＩＲ

ＢＡＴ（Ｍ）に集約され、ヒューズＦを介して、電源８０に接続されており、常に駆動電
圧ＢＡＴが印加された状態となっており、ＥＣＵ６０の立ち上がりに応じて直ちにグロー
プラグ１０（１）～１０（ｎ）への通電を開始できる状態となっている。
【００３０】
　ＧＣＵ３０の構成について詳述する。ＧＣＵ３０は、入力処理部３１、ＤＲＶ３２、Ｍ
ＯＳ３３、抵抗値算出回路３４、フィードバック制御部３５、ＤＩＵ３６によって構成さ
れている。
　入力処理部３１は、ＥＣＵ６０から、駆動信号ＳＩの入力を受け、ＤＲＶ３２に駆動信
号ＳＩを伝達すると共に、駆動信号ＳＩの立下がり、又は、立上がりのエッジＥＤＧＳＩ

を検出し、ＤＩＵ３６の判定開始の基準を発生させる。
　ＤＲＶ３２は、ＥＣＵ６０から入力された駆動信号ＳＩにしたがって、ＭＯＳ３３を開
閉駆動するための駆動電圧ＶＧＧを発生させる。
　ＭＯＳ３３は、電源８０から印加された電源電圧ＢＡＴのＧＰ１０への印加と遮断とを
切り換えて、ＧＰ１０の発熱温度を所定の温度に維持する。
　本実施形態においては、ＭＯＳ３３として、ｎ－チャンネルパワーＭＯＳＦＥＴを、Ｇ
Ｐ１０の上流側（ハイサイド）に配設した例を示してあるが、本発明においては、ｎ－チ
ャンネルパワーＭＯＳＦＥＴに限定するものではなく、ｐ－チャンネルパワーＭＯＳＦＥ
Ｔを用いても良いし、ＧＰ１０の下流側（ローサイド）に設けた構成としたり、ＭＯＳＦ
ＥＴのみならず、ＩＧＢＴ等のパワーデバイスを用いたりしても良く、その際、ＤＲＶ３
２から供給される駆動電圧ＶＧＧの発生方法を適宜変更することによって半導体開閉素子
３３の種類の違いに対応することができる。
【００３１】
　なお、本実施形態において、ＭＯＳ３３を構成する半導体セルの一部を利用してカレン
トミラー回路を形成し、ＭＯＳ３３に流れる電流ＩＧＰを検出するためのセンスＭＯＳと
し、電流検出手段としてシャント抵抗を設け、その両端の電位差から、ＧＰ１０に流れる
プラグ電流ＩＧＰとＧＰ１０に印加されるプラグ電圧ＶＧＰとを検出して、検出抵抗値算
出回路（以下、ＤＴＣと称す。）３４に入力して、ＧＰ１０の抵抗値ＲＧＰを算出してい
る。
　また、本実施形態においては、通電時にセンスＭＯＳに流れる電流によってＧＰ１０の
抵抗値ＲＧＰを算出する方法を示しているが、本発明において、ＧＰ１０の抵抗値ＲＧＰ

を検出する方法を限定するものではなく、例えば、ＧＰ１０への通電が行われていないと
きに、ＧＰ１０が発熱しない程度の極めて微弱な電流をＧＰ１０に供給することができる
定電流電源を設けて、そのときの電流値ＩＧＰからＧＰ１０の抵抗値ＲＧＰを算出するよ
うにしても良い。
【００３２】
　ＤＴＣ３４によって算出された抵抗値ＲＧＰは、フィードバック制御部３５に入力され
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、ＧＰ１０の抵抗温度特性に応じて設定される目標温度における基準抵抗値ＲＣを閾値と
して比較され、ＤＲＶ３２にフィードバックされ、抵抗値ＲＧＰが基準抵抗値ＲＣと一致
するように、ＤＲＶ３２をオンオフさせ、発熱温度と目標温度とが一致するように温度制
御に利用される。
　例えば、実際に検出された抵抗値ＲＧＰと、所定の目標温度における基準抵抗値ＲＣと
を比較して、抵抗値ＲＧＰが基準抵抗値ＲＣ以上の場合には、目標温度に達しているもの
としてＧＰ１０への通電を停止し、抵抗値ＲＧＰが基準抵抗値ＲＣより低い場合には、目
標温度に達していないものとしてＧＰ１０への通電を維持するように、オンオフ信号（Ｏ
Ｎ／ＯＦＦ）を出力することで、温度センサ等によって目標温度の検出を必要とすること
なく、ＧＰ１０の発熱温度を一定の状態に制御することができる。
【００３３】
　さらに、ＤＩＵ３６は、ＤＴＣ３４によって算出された抵抗値ＲＧＰと所定の閾値（例
えば、過電流を検出するための過電流検出閾値ＲＯＶＲ、短絡の有無を検出するためのＲ

ＳＨＴ、接地地短絡を検出するための地絡検出閾値ＲＧＮＤ、断線を検出する断線検出閾
値ＲＣＵＴ、劣化を検出するための劣化検出閾値ＲＷＲＮ等）との閾値判定を異常判定回
路（以下、ＪＤＧと称す。）３６０によって行い、グロープラグ１０の劣化、断線、過電
流の発生等の異常を検出し、駆動信号ＳＩの立下がりに同期して、トランジスタＴｒ３６
１を開閉して、所定のデータビットから成るダイアグコードを形成する。
　このとき、本発明においては、トランジスタＴｒ３６１のソース側には、一定のダイア
グ電流ＩＤＩＡＧを発生する定電流電源ＩＳＯＲ３６２が設けられているため、正常時に
は、トランジスタＴｒ３６１がオンとなり、一定の自己診断電流ＩＤＩＡＧが流れるため
プルアップ抵抗ＲＥＣＵと自己診断電流ＩＤＩＡＧとの積に相当する電圧降下ΔＶＩＤを
生じ、ＥＣＵ６０側で検出される論理和電圧ＶＥＣＵは、気筒数に応じた電圧降下ｎ・Ｖ

ＩＤを生じ（ＶＢ－ｎ・ＲＥＣＵ・ＩＤＩＡＧ）となる。何らかの異常が発生し。トラン
ジスタＴｒ３６１がオフとなった場合には、その分の電圧降下（ΔＶＩＤ＝ＩＤＩＡＧ・
ＲＥＣＵ）が生じなくなることなる。
【００３４】
　ＥＣＵ６０のＧＮＤ電位と各ＧＣＵ３０（１）～３０（ｎ）のグランド電位との間の電
位差が少ない場合には、複数のＧＣＵ３０（１）～３０（ｎ）のＤＩ出力の論理和をＥＣ
Ｕ６０側で検出する際に、ＥＣＵ側のプルアップ抵抗ＲＥＣＵの下流端における電圧ＶＥ

ＣＵによって異常の有無、及び、異常の発生している回路数を定量的に検出することがで
きる。
　また、ＥＣＵ６０とＧＣＵ３０と間のＧＮＤ電位差による影響をなくすために、プルア
ップ抵抗ＲＥＣＵの両端の電位差ΔＶＥＣＵの電圧レベルによって、より正確に異常の有
無、及び、異常の発生している回路数を定量的に検出することができる。
【００３５】
　ここで、図３を参照して、本発明のグロープラグ通電制御装置１００に利用可能な異常
判定方法について説明する。
　本図（ａ）に示すように、複数のＧＣＵ３０（１）～３０（ｎ）の何処かに異常が発生
した場合、ＤＩ出力がオフとなるので、その分だけ、電圧降下（ＲＥＣＵ・ＩＤＩＡＧ）
が発生しなくなり、ＥＣＵ６０で、検出される論理和電圧ＶＥＣＵは、その分高くなる。
　そこで、第１の閾値電圧ＶＴＨ１として、異常の発生原因に拘わらず、１つの気筒に設
けたＧＣＵ３０のＤＩ出力がオフとなり、定電流電源３６２の自己診断電流ＩＤＩＡＧが
流れなくなったことを検出可能な電圧に設定する。
　例えば、バッテリ電圧ＶＢが９．０Ｖで、プルアップ抵抗ＲＥＣＵが１５０Ω、自己診
断電流ＩＤＩＡＧが１０ｍＡであるとして、何らかの異常が発生した場合には、１５０Ω
×１０ｍＡ＝１．５Ｖだけ、検出電圧ＶＥＣＵが高くなる。
　したがって、第１の閾値ＶＴＨ１を０．５Ｖ～１．０Ｖ程度に設定すれば、電源電圧Ｖ

Ｂに±５％程度の変動があったとしても、１．５ｖ程度の論理和電圧ＶＥＣＵの変化を確
実に検出することができる。



(11) JP 2013-122186 A 2013.6.20

10

20

30

40

50

【００３６】
　また、本図（ｂ）に示すように、第２の閾値ＶＴＨ２は、電源電圧ＶＢから、１回路分
の電圧降下（ＲＥＣＵ・ＩＤＩＡＧ）が検出可能な電圧に設定する。
　具体的には、電源電圧ＶＢが９．０Ｖ、電圧降下が１．５Ｖの場合、第２の閾値ＶＴＨ

２を、例えば、７．６Ｖ～８．０Ｖ、典型的には、７．８Ｖとすれば、論理和電圧ＶＥＣ

Ｕにおいて、電源電圧ＶＢから１回路分の電圧降下があったときに確実に検出できる。　
　　　　
【００３７】
　図３（ｃ）に、本発明のグロープラグ通電制御システム１００に利用可能な異常判定方
法の一例をフローチャートで示す。
　ＤＩＵ３６に駆動信号ＳＩの立下がりエッジＥＤＧＳＩが、異常診断が開始されると、
ステップＳ１００において、スタートビットから、第１のデータビットにおける論理和電
圧ＶＥＣＵが測定され、ステップＳ１１０において、第１の閾値ＶＴＨ１との比較が行わ
れ、ＶＥＣＵ＜ＶＴＨ１であるなら判定Ｎｏとなり、ステップ１２０に進む。
　ステップＳ１２０において、正常か動作環境異常かを特定すべく、エラービットＥＲＲ
１、ＥＲＲ２における論理和ＶＥＣＵが測定され、ステップＳ１３０において、第２の閾
値ＶＴＨ２と比較が行われる。
　ステップＳ１３０において、ＶＥＣＵ≧ＶＴＨ２なら判定Ｙｅｓとなり、ステップＳ１
４０に進み、エラービットが出力されていないことから正常と判定される。
　ステップＳ１３０において、ＶＥＣＵ＜ＶＴＨ２なら判定Ｎｏとなり、エラービットＥ
ＲＲ１、ＥＲＲ２によって異常が示されているので動作環境異常と判定される。
　ステップＳ１１０において、ＶＥＣＵ≧ＶＴＨ１であるなら、判定Ｙｅｓとなり、何ら
かの異常があると判断され、ステップＳ１６０に進む。
　ステップＳ１６０では、異常の種類を特定すべくエラービットＥＲＲ１、ＥＲＲ２にお
ける論理和電圧ＶＥＣＵが測定され、ステップＳ１７０において、第２の閾値ＶＴＨ２と
比較が行われる。
　ステップ１７０において、ＶＥＣＵ≧ＶＴＨ２なら判定Ｙｅｓとなり、ステップＳ１８
０に進み、エラービットが出力されていないことから、ＧＰ１０の異常ではなく、配線経
路の断線であると判定される。
　ステップＳ１７０において、ＶＥＣＵ＜ＶＴＨ２なら判定Ｎｏとなり、エラービットＥ
ＲＲ１、ＥＲＲ２によってＧＰ１０の異常が示されているのでＧＰ異常と判定される。
　必要に応じてステップＳ１００に戻り、異常診断が繰り返される。
【００３８】
　ここで、図４を参照して、比較例として示す、従来の自己の気筒位置判定手段ＩＤＵ３
７ｚを備え、オープンコレクタ型の出力端子をワイヤードオア接続したＤＩＵ３３ｚを備
えたグロープラグ通電制御システム１ｚの概要について説明する。
　なお、比較例において、上記実施形態と同様の構成、或いは、対応する構成については
、同じ番号を付け枝番としてｚの符号を付してあるので、共通する点については説明を省
略し、相違点を中心に説明する。　　
【００３９】
　比較例１として示すグロープラグ通電制御システム１ｚでは、ＥＣＵ６０ｚと、各ＧＣ
Ｕ３０ｚ（１）～３０ｚ（ｎ）が一本の信号配線ＷＩＲＭＵＬを介して、直列に接続され
、各ＧＣＵ１０（１）～１０ｚ（ｎ）が各ＧＣＵ３０ｚ（１）～３０ｚ（ｎ）と共に、ハ
ウジング２０ｚ（１）～２０ｚ（ｎ）内に収容されている。
　信号配線ＷＩＲＭＵＬには、ＥＣＵ６０ｚから発信される駆動信号ＳＩとＥＣＵｚに伝
送される自己診断信号ＤＩと、ＧＰ１０ｚ（１）～１０ｚ（ｎ）へのエネルギ供給とが重
畳的に行われ、詳述略の周波数フィルタによって、ＧＣＵ３０ｚ（１）～３０ｚ（ｎ）内
部で分離されるようになっている。
【００４０】
　ＤＲＶ３２ｚ（１）～３２ｚ（ｎ）は、駆動信号ＳＩにしたがって、ＭＯＳ３３（１）
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～３３ｚ（ｎ）を開閉駆動し、ＧＰ１０（１）～１０ｚ（ｎ）への通電を制御している。
ＤＴＣ３４（１）～３４ｚ（ｎ）は、ＧＰ１０（１）～１０ｚ（ｎ）の抵抗値ＲＧＰを算
出している。　得られた抵抗値ＲＧＰは、ＤＩＵ３６ｚ（１）～３６ｚ（ｎ）において異
常の有無の判定に利用される。　
【００４１】
　ＤＩＵ３６（１）～３６ｚ（ｎ）では、異常の有無に応じてトランジスタＴｒを開閉し
、所定のダイアグ抵抗ＲＤＩＡＧ、及び、プルアップ抵抗ＲＥＣＵを介して電源＋Ｂに接
続され、トランジスタＴｒのコレクタ端子が並列に接続されワイヤードオア回路を形成し
ている。
　ＧＣＵ３０ｚ（１）～３０ｚ（ｎ）の、いずれかのトランジスタＴｒが閉じられたとき
には、グランドＧＮＤに接地状態となるので、ＥＣＵ６０ｚ側で検出される電圧ＶＥＣＵ

は、プルアップ抵抗ＲＥＣＵとダイアグ抵抗ＲＤＩＡＧとによって分圧された０に近い値
となり、すべてのトランジスタＴｒが開いているときには、バッテリ電圧＋ＶＢにプルア
ップされているので、ＶＥＣＵは、バッテリ電圧＋ＶＢとなり、自己診断出力の論理和は
、ハイ・ローの二値となる。
【００４２】
　また、ＩＤＵ３７（１）～３７ｚ（ｎ）は、気筒位置を認識するときにスイッチＳＷが
切換られ、各ＩＤＵ３７ｚ（１）～３７ｚ（ｎ）に配設された気筒位置認識抵抗ＲＩＤが
直列となり、それぞれのＩＤＵ３７（１）～３７ｚ（ｎ）の気筒位置に応じた自己認識電
圧ＶＩＤを計測することで、自己の設けられた気筒位置（＃１～＃ｎ）を認識することが
できるように成っている。
【００４３】
　比較例１では、複数の気筒＃１～＃ｎからなる内燃機関７０の気筒毎にＧＰ１０ｚ（１

）～１０ｚ（ｎ）を設けて、各ＧＰ１０ｚ（１）～１０ｚ（ｎ）をそれぞれ独立したＧＣ
Ｕ３０ｚ（１）～３０ｚ（ｎ）を個別に設けて通電制御を行うに際して、ＩＤＵ３７ｚ（

１）～３７ｚ（ｎ）設けて自己の設けられた気筒位置が認識できるので、それぞれのＧＣ
Ｕ３０ｚ（１）～３０ｚ（ｎ）の自己診断信号ＤＩを気筒位置（＃１～＃ｎ）に応じてタ
イミングをずらして出力させることによって、その論理和をワイヤードオア接続された出
力端子を介してＥＣＵ６０ｚ側に伝達したときに、気筒位置（＃１～＃ｎ）を特定して異
常の有無を認識させることが可能となる。　
【００４４】
　しかし、ＩＤＵ３７ｚ（１）～３７ｚ（ｎ）に設けた気筒位置認識抵抗ＲＩＤが直列と
なるように配線する必要があり、しかも、それぞれのＧＣＵで気筒位置を認識する際にの
み、すべての気筒位置認識抵抗ＲＩＤが直列に接続された状態となり、それ以外のタイミ
ングにおいて気筒位置認識抵抗ＲＩＤが直列のままではエネルギの伝送を抑制してしまう
ので、気筒位置認識抵抗ＲＩＤが分離されている必要があり、駆動信号ＳＩ等を利用して
気筒位置を認識するタイミングを同期させる必要がある等、ＧＣＵ３０ｚ（１）～３０ｚ

（ｎ）の回路規模が大きくなる虞がある。
　また、複数のＧＣＵ３０ｚ（１）～３０ｚ（ｎ）間を繋ぐ配線ＷＩＲＭＵＬの結線外れ
や断線等が起こった場合には、その下流側となるＧＣＵのすべての電力供給が絶たれる虞
がある。
　具体例として、図９、図１０に、６気筒エンジンにおける比較例１のダイアグコードを
示す。
【００４５】
　図５を参照して比較例２として示すグロープラグ通電制御システム１００ｙについて説
明する。
　比較例２では、気筒位置認識手段を設けず、駆動信号ＳＩ、自己診断信号ＤＩ、駆動電
圧ＢＡＴをそれぞれ別の配線で伝送し、自己診断出力を並列に接続して通常のワイヤード
オア回路を形成してある。ＥＣＵ６０ｙと複数のＤＩ出力端子とは、自己診断信号主配線
ＷＩＲＤＩ（Ｍ）、及び、枝分かれした自己診断信号副配線ＷＩＲＤＩ（Ｓ）を介して並
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列に接続されている。
　比較例２のような構成とした場合、各気筒（＃１～＃ｎ）に設けたＧＣＵ３０ｙ（１）

～３０ｙ（ｎ）の区別がなくなり、同時に自己診断信号ＤＩが出力されることになり、ワ
イヤードオア接続された複数のＤＩ出力のいずれかが異常を示していても、論理和におい
て負論理が優先されることになり、ＥＣＵ６０ｙ側で認識されない虞がある。
　また、自己診断信号主配線ＷＩＲＤＩ（Ｍ）、及び、枝分かれした自己診断信号副配線
ＷＩＲＤＩ（Ｓ）において、結線が外れていたり、断線していたりした場合でも、論理和
において負論理が優先され、ＥＣＵ側でその異常が認識されない虞がある。具体例として
、図１１、図１２に、６気筒エンジンにおける比較例２のダイアグコードを示す。　
【００４６】
　図６を参照して、６気筒エンジンに適用した場合の本発明の効果について比較例１の効
果と共に説明する。
　本図（ａ）に示すように、すべての気筒（＃１～＃６）に設けられたＧＣＵ３０（１）

～３０（６）が正常である場合、すべての定電流回路３６２に自己診断電流ＩＤＩＡＧが
流れ、電圧降下量は、６・ＩＤＩＡＧ　・ＲＥＣＵ、即ち、ΔＶＥＣＵ（Ｖ）となるので
、結果として、ＥＣＵ６０で検出される論理和電圧ＶＥＣＵは、０Ｖとなり、ＶＴＨ１と
の比較によって正常と判定される。
　ＥＣＵ６０と各ＧＣＵ３０（１）～３０（ｎ）のいずれかとの間で断線が生じた場合に
は、断線数に応じて定電流回路３６２に流れる自己診断電流ＩＤＩＡＧの量が定量的に減
少し、電圧降下量も定量的に減少するので、その分、ＥＣＵ６０で検出される論理和電圧
ＶＥＣＵが高くなり、第１の閾値ＶＴＨ１との比較によって、断線異常であることが検出
される。
　一方、比較例１においては、本図（ｂ）に示すように、断線によってＥＣＵ６０ｚで検
出される電圧が、断線の数、位置によって変化する分圧抵抗の大きさに依存して変化する
ので、比較すべき閾値を複数設ける必要があるのに加え、特に正常な場合と、１、２カ所
で断線が発生したときの電圧降下の差が小さく断線異常の検出が困難であり、本発明の第
１の閾値ＶＴＨ１と同じ閾値で判定した場合には、断線数が１、２カ所である場合、ＥＣ
Ｕ６０ｚで検出される電圧ＶＥＣＵは、ＶＴＨ１よりも低く、正常時との区別ができない
ため、断線異常の検出ができないことが分かる。
【００４７】
　図７、図８を参照して、本発明の第１の実施形態におけるグロープラグ通電制御システ
ム１００を６気筒エンジンに用いた場合の異常検出結果について説明する。
　なお、本発明において、特に限定するものではないが、以下の説明において、理解を容
易にするために、自己診断電流ＩＤＩＡＧが１０ｍＡ、バッテリ電圧ＶＢが９．０Ｖ、プ
ルアップ抵抗ＲＥＣＵ１５０Ω、第１の閾値ＶＴＨ１が０．６Ｖ、第２の閾値ＶＴＨ２が
７．８Ｖであるものとする。　
　複数のＧＣＵ３０（１）～３０（６）において、それぞれのＤＩＵ３６が、駆動信号Ｓ
Ｉの立下がり、又は、立上がりに同期して異常の有無を判定する自己診断を開始する。
　それぞれの診断結果に応じて、自己診断用のトランジスタＴＲ３６１を開閉して、自己
診断信号の開始を示すスタートビットＳＴＲから自己診断信号の終了を示すストップビッ
トＳＴＰまでの間に所定のデータビット＃１ビット～＃６ビットとエラービットＥＲＲ１
、ＥＲＲ２とを含むダイアグコードを形成する。
　その結果得られたダイアグコードに応じて、定電流電源３６２から自己診断電流ＩＤＩ

ＡＧを流す。
　ＥＣＵ６０において、自己診断電流ＩＤＩＡＧとプルアップ抵抗ＲＥＣＵとの積によっ
て求められる電圧を検出できる電圧を第１の閾値電圧ＶＴＨ１とし、プルアップ抵抗ＲＥ

ＣＵの接続された電源の電圧＋ＶＢから、自己診断電流ＩＤＩＡＧとプルアップ抵抗ＲＥ

ＣＵとの積によって求められる電圧分（ＲＥＣＵ×ＩＤＩＡＧ）だけ降下した電圧を検出
できる電圧を第２の閾値電圧ＶＴＨ２とする。
　スタートビットＳＴＲと最初のデータビット＃１ビットに対応する論理和電圧ＶＥＣＵ
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が、第１の閾値電圧ＶＴＨ１を超えない場合には、正常と判定する。
　スタートビットＳＴＲと最初のデータビット＃１ビットに対応する論理和電圧ＶＥＣＵ

が、第１の閾値電圧ＶＴＨ１を超え、かつ、エラービットＥＲＲ１、ＥＲＲ２に対応する
論理和電圧ＶＥＣＵが第２の閾値電圧ＶＴＨ２を超える場合には、配線経路断線異常と判
定する。
　スタートビットＳＴＲと最初のデータビット＃１ビットに対応する論理和電圧ＶＥＣＵ

が、第１の閾値電圧ＶＴＨ１を超え、かつ、エラービットＥＲＲ１、ＥＲＲ２に対応する
論理和電圧ＶＥＣＵが第２の閾値電圧ＶＴＨ２以下の場合には、ＧＰ１０の異常と判定す
る。
【００４８】
　図７（ａ）は、正常な場合の判定結果を示すダイアグコードである。本図に示すように
、異常判定が開始されると、１気筒目から６気筒目のすべてにおいて、同時にトランジス
タＴｒを閉じられ、スタートビットＳＴＲが割り当てられ、自己診断電流ＩＤＩＡＧが流
れるため、その電圧降下分（１．５Ｖ）だけ、各出力端子の電圧ＶＤＩが低下し、ＥＣＵ
６０では、その論理和として、１．５Ｖ×６＝９Ｖの電圧降下となり、結果的に検出され
る論理和電圧ＶＥＣＵは、０Ｖとなる。
　次にＧＰ１０の異常がないときには、トランジスタＴｒ３６２が閉じられ、最初のデー
タビット＃１ビットに正常であることを示す自己診断電流ＩＤＩＡＧ分、即ち、１．５Ｖ
だけ電圧降下した出力となり、ＥＣＵ６０側で検出される論理和電圧ＶＥＣＵは、０ｖと
なり、スタートビットＳＴＲ及び第１のデータビット＃１ビットと第１の閾値ＶＴＨ１と
の比較によって正常と判定される。
【００４９】
　次いで、図７（ｂ）に示すように、例えば、ＧＰ１０（４）に何らかの異常が発生して
いる場合、４番目の出力電圧ＶＤＩは、スタートビットＳＴＲでは、１．５Ｖ降下してい
るが、第１のデータビットでは、トランジスタＴｒ３６１が開かれ、出力電圧ＶＤＩが電
源電圧となり、さらに、エラービットＥＲＲ１、ＥＲＲ２において、トランジスタＴｒが
閉じられ、出力電圧ＶＤＩが、それぞれ１．５Ｖ低下している。このため、ＥＣＵ６０で
検出される、論理和電圧ＶＥＣＵは、スタートビットＳＴＲにおいて０Ｖとなり、第１の
データビット＃１において１．５Ｖとなり、第１の閾値ＶＴＨ１より高い電圧となり、さ
らに、エラービットＥＲＲ１、ＥＲＲ２における出力電圧が電源電圧ＶＢから、１．５Ｖ
低下した電圧（７．５Ｖ）となり、第２の閾値ＶＴＨ２より低い電圧となる。
　したがって、第１のデータビット＃１ビットとエラービットＥＲＲ１、ＥＲＲ２におい
て、図３に示したフローチャートにしたがった判定がなされ、ＧＰ１０に何らかの異常が
発生していることを検出することができる。
【００５０】
　さらに、図８（ａ）に示すように、本実施形態において、例えば４気筒目に繋がる自己
診断信号主配線ＷＩＲＤＩ（Ｍ）に断線が生じた場合、その下流側となる４気筒目のＧＣ
Ｕ３０（４）と５気筒目のＧＣＵ３０（５）と６気筒目のＧＣＵ３０（６）の出力信号は
遮断され、ハイ側（電源電圧ＶＢ）に固定されることになり、その他の気筒においては正
常な状態を示している場合、従来のワイヤードオア回路であれば、負論理が優先され、論
理和が、ローとなり、正常時との区別ができないが、本発明においては、断線によって、
自己診断電流ＩＤＩＡＧが流れなくなり、４気筒目、５気筒目、６気筒目の電圧降下量１
．５Ｖ×３＝４．５Ｖ分だけ、ＥＣＵ６０側で検出される論理和電圧ＶＥＣＵが上昇する
ことになり、スタートビット及び第１のデータビットにおける、論理和電圧ＶＥＣＵが第
１の閾値ＶＴＨよりも高く、エラービットＥＲＲ１、ＥＲＲ２における論理和電圧ＶＥＣ

Ｕが第２の閾値ＶＴＨ２を超えているため、図３に示したフローチャートにしたがって、
配線経路における断線と判定される。
　また、データビット＃１において検出された論理和電圧ＶＥＣＵの電圧レベルをさらに
詳細に測定すれば、複数箇所に影響のある断線か、一カ所にのみ影響を与える断線異常か
を判定することもできる。
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【００５１】
　加えて、図８（ｂ）に示すように、本実施形態において、例えば４気筒目に繋がる自己
診断信号副配線ＷＩＲＤＩ（Ｓ）に断線が生じた場合、４気筒目のＧＣＵ３０（４）の出
力信号だけが遮断され、ハイ側（電源電圧ＶＢ）に固定されることになり、その他の気筒
においては正常な状態を示している場合、断線によって、４気筒目のみ自己診断電流ＩＤ

ＩＡＧが流れなくなり、その分（１．５Ｖ）だけ、ＥＣＵ６０側で検出される論理和電圧
ＶＥＣＵが上昇することになり、スタートビットＳＴＲ及び第１のデータビット＃１ビッ
トにおける、論理和電圧ＶＥＣＵが第１の閾値ＶＴＨよりも高く、エラービットＥＲＲ１
、ＥＲＲ２における論理和電圧ＶＥＣＵが第２の閾値ＶＴＨ２を超えているため、図３に
示したフローチャートにしたがって、配線経路における断線異常と判定される。
【００５２】
　図９、図１０を参照して、比較例１のグロープラグ通電制御システム１００ｚを６気筒
エンジンに適用したときに可能なことと、発生する問題点とについて説明する。
　図９（ａ）に示すように、正常な状態では、気筒位置に応じたデータビットが順に、ロ
ー側出力となり、ＥＣＵ側で検出される論理和は、スタートビットＳＴＲから、データビ
ット＃１ビット～＃６ビットまでがロー側出力となり、エラービットＥＲＲ１、ＥＲＲ２
がハイ側出力となって、正常であることを認識できる。
　さらに、図９（ｂ）に示すように、例えば、ＧＰ１０ｚ（４）に何らかの異常が検出さ
れた場合、４気筒目のデータビット＃４ビットがハイ側出力となり、エラービットＥＲＲ
１、ＥＲＲ２がロー側出力となり、さらに、ＥＣＵ側で検出される論理和が、＃４ビット
がハイ側出力となり、エラービットＥＲＲ１、ＥＲＲ２がロー側出力となって、４気筒目
に設けたＧＰ１０ｚ（４）に何らか異常があることが検出できる。
　ところが、図１０（ａ）に示すように比較例１において、例えば、３気筒目のＧＣＵ３
０ｚ（３）と４気筒目のＧＣＵ３０ｚ（４）との間を繋ぐ信号配線ＷＩＲＭＵＬにコネク
タの外れや断線等の異常が発生した場合、断線箇所の下流側となるＧＣＵ３０ｚ（４）～
ＧＣＵ３０ｚ（６）には、まったく通電されなくなり、ダイアグ出力としてはハイ側に固
定された状態と同じになる。
　このため、実際には、グロープラグ１０ｚ（１）～１０ｚ（６）が全く正常であっても
、断線箇所の下流側が全て異常と判定され、グロープラグ１０ｚ（４）～１０ｚ（６）へ
の通電が停止されてしまう。
　また、図１０（ｂ）に示すように、途中の配線経路で地絡が生じた場合には、直列に接
続される気筒位置判定のための抵抗素子の数が変わることで、気筒位置認識の基準となる
電位が変わり、ＥＣＵ６０ｚに誤った自己診断信号ＤＩが出力される虞もある。
　以上から、比較例１においては、ＧＣＵ３０ｚを直列にした時に、断線が生じると、断
線以降の正常なＧＣＵ３０ｚへの通電を止めてしまい、さらに、配線経路の途中で地絡が
生じた場合には誤ったダイアグ信号を出力する虞がある。
【００５３】
　図１１、図１２を参照して、比較例２として示したグロープラグ通電制御システム１０
０ｙを、６気筒エンジンに適用した場合の問題点について説明する。
　図１１（ａ）に示すように、正常時においては、気筒位置の判定手段がないため、全て
のＧＣＵ３０（１）～３０（６）において、同時にＤＩ出力がなされるが、正常時におい
ては、特に問題はない。
　ところが、図１１（ｂ）に示すように、例えばＧＰ１０ｚ（４）に何らかの異常が発生
し、正しくＤＩＵ３６ｚにおいて、異常が認識され、４気筒目の出力ＶＤＩが、データビ
ット＃１ビットにおいてハイ側に出力され、エラービットＥＲＲ１、ＥＲＲ２において、
ロー側に出力された場合、ＥＣＵ６０ｚ側で検出される論理和は、負論理が優先されるた
め、４気筒目の異常が全く認識されず、正常な状態と同じ結果となってしまう虞がある。
【００５４】
　さらに、図１２（ａ）に示すように、例えば、４気筒目に繋がる主配線経路ＷＩＲＤＩ

（Ｍ）に何らかの断線が生じた場合には、その下流側のすべてのＧＣＵ３０ｙ（４）～３
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０ｙ（６）への通電が遮断され、ＤＩ出力は、ハイ側に固定されることになるが、他のＤ
ＩＵ３６ｙ（１）～３６ｙ（３）の診断結果が正常である場合、ＥＣＵ６０ｙで検出され
る論理和は、負論理が優先となり、ロー側出力となるので、正常時と同じ結果となってし
まう。
　また、図１２（ｂ）に示すように、４気筒目に繋がる副配線経路ＷＩＲＤＩ（Ｓ）で断
線が生じた場合、４気筒目以外のＤＩＵ３６ｙ（１）～３６ｙ（３）、３６ｙ（５）、３
６ｙ（６）は正常に作動するにも拘わらず、同時にＤＩ出力がなされるため、結果的には
、上述の場合と同様、ＥＣＵ６０ｙで検出される論理和は、正常な状態と同じになって異
常の検出ができない虞がある。
　なお、比較例２に示した問題は、自己診断信号主配線ＷＩＲＤＩ（Ｍ）、自己診断信号
副配線ＷＩＲＤＩ（Ｓ）の断線のみならず、駆動信号主配線ＷＩＲＳＩ（Ｍ）、駆動信号
副配線ＷＩＲＳＩ（Ｓ）、動力主配線ＷＩＲＢＡＴ（Ｍ）、動力副配線ＷＩＲＢＡＴ（Ｓ
）のいずれかにおいて断線が生じた場合にも発生する問題であり、本発明によれば、いず
れの配線経路においても断線が発生した場合には、直ちに、ＥＣＵ６０側で検出される論
理和電圧ＶＥＣＵが変化するので、速やかに異常の有無を検出することができる。　
【００５５】
　図１３を参照して、本発明に適用し得る幾つかの変形例について説明する。上記実施形
態においては、各ＧＣＵ３０（１）～３０（ｎ）とＥＣＵ６０及び電源８０との具体的、
実体的な結線方法ではなく、原理的な結線方法として、駆動信号主配線ＷＩＲＳＩ（Ｍ）
、駆動信号副配線ＷＩＲＳＩ（Ｓ）、自己診断信号ＷＩＲＤＩ（Ｍ）を枝分かれするよう
に配線した例を示したが、本図(ａ)、（ｂ）に示すように、雌雄のコネクタの嵌合により
配線の接続を行うことにより配線の自由度が増し、実用性のさらなる向上を図ることがで
きる。
　本図（ａ）に示す変形例１００ａでは、互いに嵌合する係止部２１０、２２０を有する
雌雄のコネクタ２１、２２内で、駆動信号ＳＩ、自己診断信号ＤＩ、電源電圧ＢＡＴの伝
達を可能とし、互いに弾性的に接続する雌雄の自己診断信号端子２１１、２２１、動力端
子２１２、２２２、駆動信号端子２１３、２２３が設けられている。
　また、本図（ｂ）に示す変形例１００ｂでは、互いに嵌合する係止部２１０ｂ、２２０
ｂを有する雌雄のコネクタ２１ｂ、２２ｂを具備し、ＧＣＵ３０がコネクタ３３ｂ内に設
けられ、コネクタ２１ｂ、２２ｂ内で、プラグ電圧ＶＳＳ、及び、ＧＮＤの接続を可能と
し、互いに弾性的に接続する雌雄の動力端子２１０ｂ、２２０ｂ、接地端子２１１ｂ、２
２１ｂが設けられている。
【００５６】
　図１４を参照して本発明の第２の実施形態について説明する。上記実施形態においては
、気筒位置判定手段を設けることなく、極めて簡素な構成で、気筒毎（＃１～＃ｎ）に設
けたＧＰ１０（１）～１０（ｎ）への通電を個別に制御するＧＣＵ３０（１）～３０（ｎ

）と、ＥＣＵ６０、及び、電源８０との配線経路における断線を速やかに検出すると共に
、各ＧＰ１０（１）～１０（ｎ）で異常が発生した場合にも速やかに異常を検出可能とす
る構成を示したが、本実施形態においては、上記実施形態と同様の効果に加え、気筒位置
判定回路３７として、従来のような、複数のＧＣＵ３０（１）～３０（ｎ）の間を直列に
繋いで、気筒位置を認識するのではなく、各気筒（＃１～＃ｎ）において燃焼時に発生す
る燃焼圧力や、燃焼熱によって変化するＧＰ１０（１）～１０（ｎ）の抵抗値ＲＧＰの変
化を検出することによって自己の気筒位置を認識することで、配線経路の断線を検出する
と共に、気筒別の異常検出を可能とした点が相違する。
【００５７】
　本実施形態においては、駆動信号ＳＩが停止している状態で、抵抗値算出回路ＤＴＣ３
４ｃに、ＧＰ１０が発熱しない程度の微弱な検出用電流ＩＤＴＣを供給可能な低電流電源
を具備し、精度良くＧＰ１０の抵抗値ＲＧＰを検出すると共に、ＥＣＵ６０から、駆動信
号ＳＩに加え、各気筒＃１～＃ｎへの燃料噴射を行うタイミングに同期して、燃焼時期検
出判定信号ＳＴＭを発信して、抵抗値ＲＧＰの変化や、燃焼圧力の測定によって検出され
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た燃焼時期と、気筒に応じて変わる燃料噴射時期に同期した燃焼時期検出判定信号ＳＴＭ
とを比較して自己の配設された気筒位置を認識する気筒位置判定回路（以下、ＩＤＵと称
す。)３７を具備している。
　ＩＤＵ３７で気筒位置が決定されると、その情報ＩＤ＃は、ＤＩＵ３６ｃに伝達され、
気筒位置＃１～＃ｎに応じて、タイミングをずらして自己診断を実施し、その結果をダイ
アグコードとして出力する共に、自己診断電流ＩＤＩＡＧによって、ＥＣＵ６０側で検出
される論理和電圧ＶＥＣＵの定量的な変化を検出可能としている。
　さらに、本実施形態においては、自己の気筒位置の検出結果をＤＲＶ３２ｃに反映させ
、気筒の燃焼順に合わせて、通電開始を遅延させるよう遅延時間ｔ＃ｎを発生させ、通電
開始時に複数のＧＰ１０（１）～１０（ｎ）への通電時期が一度に重ならないようにして
、電源への負荷を低減させ、より安定した発熱を実現することもできる。
【００５８】
　図１５、図１６を参照して、本実施形態における効果について説明する。
　図１５（a）に示すように、正常時においては、各気筒位置（＃１～＃ｎ）に応じたデ
ータビット（＃１ビット～＃ｎビット）を割り当てるようにダイアグコードを構成してい
るのに加え、配線経路の異常を認識するため、＃０ビットのデータコードを断線検出コー
ドとして割り当てている。
　便宜上、気筒位置＃１～＃ｎは、燃焼順と一致する順に記載してあるが、実際のエンジ
ンにおいては、燃焼をスムーズに行うために、適宜燃焼順は必ずしも気筒順とは成ってお
らず、適宜変更可能なものである。また、配線の異常を示すデータコード＃０ビットは、
各気筒に対応するデータコード＃１ビット～＃ｎビットの後に設けても良い。
　図１５（a）に示すように、正常時において、ＥＣＵ６０で検出される論理和電圧ＶＥ

ＣＵは、スタートビット、及び、データビット＃０ビットにおいて０ｖ又は、第１の閾値
ＶＴＨ１より低く、＃１ビット～＃６ビットまでは、第２の閾値ＶＴＨ２より低く、ＥＲ
Ｒ１、ＥＲＲ２でＶＴＨ２より高くなり、正常と判定される。
　さらに、図１５(ｂ)に示すように、例えば、ＧＰ１０（４）に異常が発生している場合
には、スタートビット、＃０ビットが第１の閾値ＶＴｈ１より低く、＃１ビット～＃３ビ
ット、＃５ビット、＃６ビットが第２の閾値ＶＴＨ２より低く、＃４ビットが第２の閾値
ＶＴＨ２より高く、エラービットＥＲＲ１、ＥＲＲ２が第２の閾値ＶＴＨ２より低くなる
ので、ＧＰ１０（４）に異常が発生していることが判定できる。
　さらに、エラービットＥＲＲ１、ＥＲＲ２の使い分けにより、異常の種類を特定するこ
とも可能となる。
【００５９】
　図１６（ａ）に示すように、例えば、４気筒目に繋がる主配線経路で断線が生じた場合
、断線部の下流側がハイ側に固定され、ＥＣＵ６０側で検出される論理和電圧ＶＥＣＵは
、スタートビット及び＃０ビットが第１の閾値ＶＴＨ１を超え、＃１ビット～＃３ビット
が第２の閾値ＶＴＨ２より低く、エラービットＥＲＲ１、ＥＲＲ２が第２の閾値ＶＴＨ２

より高いので、＃４ビットの主配線経路と判定できる。
　さらに、図１６（ｂ）に示すように、例えば、４気筒目に繋がる副配線経路で断線が生
じた場合、４気筒目のみがハイ側に固定され、ＥＣＵ６０側で検出される論理和電圧ＶＥ

ＣＵは、スタートビット及び＃０ビットが第１の閾値ＶＴＨ１を超え、＃１ビット～＃３
ビット、＃５ビット、＃６ビットが第２の閾値ＶＴＨ２より低く、エラービットＥＲＲ１
、ＥＲＲ２が第２の閾値ＶＴＨ２より高いので、＃４ビットの副配線経路と判定できる。
【符号の説明】
【００６０】
１０　グロープラグ（ＧＰ）
２０　ハウジング
３０　グロープラグ通電制御装置（ＧＣＵ）
３１　入力処理部
３２　駆動回路



(18) JP 2013-122186 A 2013.6.20

10

20

30

３３　半導体開閉素子（ＭＯＳ）
３４　抵抗値算出回路
３５　抵抗値算出結果Ｆ／Ｂ制御手段
３６　自己診断装置（ＤＩＵ）
３６０　異常判定回路
３６１　オープンコレクタ型のトランジスタ（Ｔｒ）
３６２　自己診断用定電流電源（ＩＤＩＡＧ）
６０　　エンジン制御装置（ＥＣＵ）
７０　内燃機関
＃１～＃ｎ　気筒位置
８０　電源
ＳＩ　駆動信号
ＤＩ　自己診断信号
ＩＤＩＡＧ　自己診断電流値
ＩＧＰ　プラグ電流値
ＶＧＰ　プラグ電圧値
ＲＧＰ　プラグ抵抗値
ＲＣ　基準抵抗値
ＲＥＣＵ　ＥＣＵ側プルアップ抵抗値
ＶＥＣＵ　自己診断出力検出部電圧（論理和電圧）
ΔＶＥＣＵ　プルアップ抵抗両端電位差（電圧降下）
ＶＤＤ　ドレイン電圧
ＶＧＧ　ゲート電圧
ＶＳＳ　ソース電圧
ＳＥＮ　センス端子
ＷＩＲＳＩ　駆動信号配線（（Ｍ）主配線（Ｓ）副配線）
ＷＩＲＤＩ　自己診断信号配線（（Ｍ）主配線（Ｓ）副配線）
ＷＩＲＢＡＴ　動力配線（（Ｍ）主配線（Ｓ）副配線）
ＳＴＲ　スタートビット
ＳＴＰ　ストップビット
＃１ビット　最初のデータビット
ＥＲＲ１、ＥＲＲ２　エラービット
【先行技術文献】
【特許文献】
【００６１】
【特許文献１】特開２００８－６３９６７号公報
【特許文献２】特表２００９－５１５０８９号公報
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